
特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会 役員報酬規程

(目 的)

第 1条 この規程は、特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会の役員の報酬の支給の基準

について定めることを目的とする。

(報酬及び費用の支給)

第 2条 この法人は、常勤及び非常勤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。ただし、

旅費等の実費は支給することができる。



特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

賃金規程

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この規程は、就業規則第 50条に基づいて、特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会 (以

下「友の会」という)が職員の給与に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、就業規則第 3条に定める職員について適用する。パー トタイマー等就業形態

が特殊な勤務に従事するものについては適用しない。

(給与の区分)

第 3条 職員の給与は基本給及び諸手当とし、それぞれ次の区分により支給する。

(1)基本給

(2)諸手当

ア 管理職手当  イ 住居手当  ウ 通勤手当  工 待受手当  オ 特別手当

力 時間外勤務手当  ク 休日勤務手当  ケ 1深夜勤務手当  コ 在宅勤務手当

サ 特定処遇改善手当 夕 特男ll処遇改善手当

第 2章 賃金の計算および支払い

(計算期間及び支払日)

第4条 給与は、当月 1日 より当月末日までの分を当月 15日 までに支給する。ただし、時間外勤

務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当については、当月 1日 より当月末日までの分を翌月 15日

までに支給する。

(支払原則及び控除)

第 5条 賃金は通貨で、または銀行振込にて(職員の同意を得て本人の銀行日座に)直接、全額を支

払う。

2 前項にかかわらず、次に掲げるものは支払の際、1控除する。

(1)所得税     (2)住 民税   (3)雇用保険料

(4)健康保険料   (5)厚生年金保険料   (6)職員代表との協定で定めたもの

(賃金の日割計算)

第 6条 賃金計算期間の途中において、雇い入れ又は退職した場合の賃金は次の計算により支給す

る。
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(欠勤・遅刻等)

第 7条 欠勤 0遅刻・早退・私用外出などにより所定労働時間の全部又は一部を休業した場合にお



いては、その休業した時間に対応する基本給及び諸手当は支給しない。

(休職者の賃金D

第8条 就業規則第 12条により休職を命ぜられた期間に対する基本給及び諸手当は支給しない。

(特男:ル相段等の賃(0

第 9条 就業規則第 34条から第37条で定める年次有給休暇、第 38条から第40条の特楊:l休暇

のすべて、第41条と第42条の特男:“利限のうちの一部については、これを出勤したものとして

取り扱い、通常賃金を支給する。

2 就業規則第43条から第48条に定める休暇、対象時間およ岬 間については、無給とす

る。

(法定内時間外勤務手当の計算)

第 10条  時間外勤務手当は、次の計算によつて支給する。ただし、友の会が時間外勤務を命じ

た場合に限るものとする。

(1)法定労働時間内の場合

基上 絵」二諸 手 当 の 一 部 _ × 1 × 時 間 外 勤 務 時 間 数
lヶ 月 の 所 定 労 働 時 間

(2)法定労働時間外の場合

基 本 給 +諸 手 当_の 一 望 × 1.25 × 時 間 外 勤 務 時 間 数~~可
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(休日勤務手当の計算)

第 11条 休日出勤手当は、次の計算によつて支給する。ただし、友の会が休日出勤を命じた場

合に限るものとする。

(1)法定休日の場合
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(深夜勤務手当の計算)

第 12条 深夜勤務手当は、次の計算によつて支給する。
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(適用除外)

第 13条  第 10条、第 11条の規程は管理職には適用しない。また、裁量労働の対象者には第

10条の規程は適用しない。

第 3章 基本給

９
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第 14条 職員に以下の給与等級を置く。

(1)管理職   (2)主任職   (3)専任職

(4)上級職   (5)中 級職   (6)初 級職

(基本給)

第 15条 基本給は、給与等級別の範囲給とし、その額は次表に定める。

(昇給)

第 16条  昇給は、基本給について原則として年 1回毎年4月 に行うこととする。ただし、友の

会の業績の低下その他やむを得ない事由がある場合は、昇給をしないか、または降給することが

ある。

2 新基本給は、以下のとおりとする。

新基本給=3月 31日現在の基本給+4月 1日現在の給与等級別昇給額

3 給与等級別昇給額は、次表の給与箸的賜ll基準額に対して加算 0減算を行って決定することとし、

その額については毎年友の会の事業実績、世間水準、物価水準を勘案して定める。

4 現基本給に昇給額を加算した額が、その職員の属する給与等級の下限額に満たない場合は下限

額を新基本給とし、上限額を超える場合は上限額を新基本給とする。

第4章 諸手当

(管理職手当)

第 17条 管理職以上の職位にある職員には,給料月額の100分の8から100分の25の範囲

で管理職手当を支給する。

(住居手当)

第 18条 世帯主等の職員のうち、満40歳に達する日以後の最初の3月 31日までの間にある者

で自ら居住するため住宅を借り受け、月額 15, 000円以上の家賃を支払っている者に8,

500円を支給する。

(通勤手当)

第 19条 通勤に要する交通費として、最も経済的且つ合理的な方法により通勤した場合にかかる

費用について、次のとおり通勤手当を支給する。ただし、上限額を月額30, 000円 とする。

(1)公共交通機関を利用する場合 1カ月分の定期券代相当額

(2)1徒歩、自転車等による場合 (2キロメー トル以上) 月額 3, 000円

2 転居等により乗車区間および乗車期間を変更しようとする場合には、所定の手続きを経て承認

のあつた月から新たな通勤手当を支給する。

3 入退社などの理由により、支給日数が lヶ 月を下回る場合は、通勤交通費を日割り計算した場
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合と、 1カ現 分の通勤定期代を比較臥 金額が少ない方を支給する。

4テ レワークにより勤務する職員の通勤手当は、テレワーク規程で定めるところによる。

(待受手当)

第 20条 自宅において友の会が貸与する携帯電話を所持し、友の会の営業瑠間外の緊急連絡に対

応する職員に対して、次の通り待受手当を支給する。

(1)月 10泊以上 月額 10,000円

(2)月 10泊メ節籠 1泊 1, 000円

2 第 16条の管理職手当を支給されている者にlよ 待受手当は支給しない。

(時間外勤務手当・休日勤務手当・深夜勤務手当)

第21条 業務上の都合により時間外勤務、休日勤務および深夜戯藤を行った場合にlよ 第 10条

から第 12条に定める計算式を使って当該手当を算出し支給する。

(在宅勤務手当)

第22条 所定労働日数の3割以上の在宅勤務を行った職員 (在宅勤務を終日行った場合に限る)

は、在宅勤務により発生する水道光熱費、賃料、その他の費用を手当てするために、月額3,00

0円を支霜する。

(特定処遇改善手当)

第 23条 特定処遇改善手当に関する事項は、「特定処遇改善力雌 給規程」に定める

(特別処遇改1善手当)

第24条 前条の特定処遇改善手当の対象外となる職員の処遇改善を行うため、「特男i被璽敗善手

当」として、月の所定労鵬 F野に次表の給与等級ごとに単価を乗じた額を毎月支給する。

2 単価については、特定処遇改善手当の加算率や事業実績、世間水準、物価水準を勘案して定め

る。

3 介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等特定処遇改善加算の廃止等により、特定処遇改

善手当が支給できない場合は、特別処遇改善手当についても支給しない。

(臨時に支払われる手当)

第 25条 友の会は、前各条の他に、臨時または暫定的に手当を支給することがある。

第 5章 賞与

(賞与の支給)

第 26条 賞与は、原則として毎年 6月 および 12月 に友の会の業績に応じて支給する。ただし、

友の会の業績の著しい低下、その他やむを得ない事情がある場合には支給しないことがある。

(賞与の支払日及び算定期間)

第 27条 賞与の支払日及び算定期間は、次のとおりとする。

力 1菜義‐露1・ 11聯
・1カ  舜算湖麟11・勧 、it,

6月 30日 12月 1日 へ′5月 31日
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初級職 0円 100円 専任職 1∞ 円 350円

中級職 50円 150円 主任職 100円 400円

上級職 100円 300円 管理職 1∞ 円 450円

・ 1111髪難憩緩1傷瑳



12月 10日 6月 1日 ～ 11月 30日

(賞与の算定基準)

第28条 賞与の算定基準は、当該算定期間におけるその者の勤務成績・出勤率・貢献度等を総

合的に勘案のうえ各人ごとに決定支給する。

(賞与の支給条件)

第29条 賞与の支給条件は、算定対象期間の全期間を勤務した者を対象とする。

2 賞与は、支給日当日に在籍している者を対象として支給する。

附 則

(施行日)

本規程は、

本規程は、

本規程は、

本規程は、

本規程は、

本規程は、

平成 18年 3月 30日 より施行する。

平成 25年 4月 1日 より施行する。

平成 27年 4月 1日 より施行する。

平成 31年 4月 1日 より施行する。

令和 2年 4月 20日 より施行する。

令和 3年 4月 1日 より施行する。

″
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特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

パー トタイマー賃金規程

第 1章 総則

(目 的)

第 1条 この規程は、パー トタイマー就業規則 (以下「規則」と言 う)第 18条に基づい

て、パー トタイマーの給与に関する事項を定めたものである。

(適用範囲)

第 2条 この規程は、規則第 6条の規定により雇い入れられたパー トタイマーに適用す

る。

(賃金の構成)

第 3条 賃金は、次に定める区分により支給する。

(1)基本給

(2)諸手当

(賃金の形態)

第 4条 賃金の支払形態は、時間給制とする。

(賃金の体系)

第 5条 賃金の体系は、基本給および諸手当とし、別表 1の とおりとする。

第 2章 賃金の計算および支払い

(計算期間及び支払 日)

第 6条 賃金は、毎月 1日 より当月末 日までの分を翌月 15日 に支給する。

2 前項の賃金支給 日が休 日にあたるときは、前日に繰 り上げて支払 う。

(支払原則及び控除)

第 7条 賃金は通貨で、または銀行振込にて (パー トタイマーの同意を得て本人の銀行

日座に)直接、パー トタイマーに全額支払 う。ただし、次に掲げるものは、支払の際、

控除する。

(1)所得税

(2)住民税

(3)社会保険料等法令で定められているもの

(欠勤・遅刻等)

第 8条 欠勤・遅刻・早退・私用外出などによる不就労の場合は、その相当額を支給 し

ない。

2 遅刻・早退・私用外出等の場合に所定労働時間の終業時刻をその時間相当分繰 り下



げることにより、所定労働時間勤務することができる。

第 3章 基本給および更改

(基本給)

第 9条 基本給は、各人の職務の内容、能力、経験、年齢等を考慮の うえ各人ごとに雇

用契約により決定支給する。

(更改)

第 10条 パー トタイマーの更改 (昇給等)は、会社の業績および本人の技能、勤務成

績等を考慮 し、原則として契約更新時に行 う。

第 4章 諸手当

(諸手当)

第 11条 手当の種類および支給基準は、別表 2の とお りとする。

第 5章 賞与

(賞与の支給)

第 12条 パー トタイマーには、原則として賞与を支給 しない。

附則

(実施 日)

本規程は、

本規程は、

本規程は、

本規程は、

平成 18年 3月 30日 より実施する。

平成 27年 4月 1日 より実施する。

令和 2年 4月 1日 より実施する。

令和 3年 4月 1日 より実施する。

ｎ
Ｚ



(別 表  1)

給  与

基 本 給

諸 手 当

基本時給

法定時間外勤務手当

所定時間外勤務手当

深夜時間勤務手当

年次有給休暇手当

通勤手当

特定処遇改善手当

特別処遇改善手当

直接支援手当

ｎ
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(別 表 2)

手   当 定   義

法定時間外勤務手当

1日 の労働時間が 8時間を超えた場合、法定時間を超える

時間については、法令に定める割増率により法定時間外勤

務手当を支給する。

所定時間外勤務手当

その者の雇用契約による所定労働時間を超えて勤務 した

時間で、法定時間外勤務とされた時間以外の勤務に対し

て、基本給と同額の所定時間外勤務手当を支給する。

深夜時間勤務手当
午後 10時以降、午前 5時までの間に勤務した場合につき

法令で定める割増率により深夜時間勤務手当を支給する。

年次有給休暇手当

パー トタイマー就業規則第 20条のとおり、年次有給休暇

を取得した場合、通常所定労働時間勤務した場合と同額を

支給する。

通勤手当

最も経済的な通常の経路および方法による交通機関を利

用して通勤する者で、所定の届出をした者に対して、1日

の勤務につき 2,500円、 1か月につき 30,000円 を限度と

して実費相当額を支給する。主たる住居が遠隔地にあり、

新幹線や飛行機を使用し、一定期間、職場の近隣の従たる

住居に留まり就労する場合は、2,500円 に月間勤務日数 (有

給休暇取得日を除く)を乗じた額を限度として、主たる住

居と従たる住居の往復に関わる新幹線や飛行機の費用を

手当てする (ただし、職場と従たる住居の間の通勤費用も

含む)。

特定処遇改善手当

介護職員等特定処遇改善加算及び福祉 0介護職員等特定処

遇改善加算に基づいて支給される手当であり、別途、特定

処遇改善加算額支給規程により定める。

特別処遇改善手当

特定処遇改善手当の対象外となる職員の処遇改善を行

うため、友の会独自の財源をもとに、給与等級ごとに定

めた単価に月の所定労働時間を乗 じた額を支給する

直接支援手当

事業所かけはしにおいて、従業者として利用者の直接支

援にあたった場合、かけはしで定めている従業者の賃金

とパー トタイマーの賃金 との差に該当する額を支給す

る

4



書式第 17号 (法第 55条関係 )

54条第 2項第 3号に定める事項を記載した書類

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

促進法施行規則第32条第1項各号に対応しています。以下同じです。

特定非営利活動法人東京盲ろう者友の会法人名 事 業 年 度 2020年 4月 1日 ″ヽ′2021年 3月 31日

)収益の源泉別の明細

借入金の明細

な し

び広報啓発に関する事業収

ビス及び特定相談支援に
31,410,007円

金収 益 源 泉 の 内 訳 額

484,286円

544,000円

725,680円

1,456,000円

491,547円

2,855,133円

12,933,286円

95,509,400円

6,536,600円

正会員受取会費

賛助会員受取会費

受取寄附金

東京都補助金等

八王子市補助金等

その他助成金等

通訳・介助者の派遣に関する事業収益

通訳・介助者の養成に関する事業収益

障害者総合支援法に基づく

関する事業収益

盲ろう者の自立支援、

益

介護保険法に基づく居宅サービスに関する事業収益

児童福祉法に基づく障害児相談支援に関する事業収益

1,196,914円

155,152,036円

0円

93,989円

914,575円

619円

自動販売機運営事業収益

受取利息

△
口 計

その他

な し

入 先借

円

金    額

円

△
口 計 円

(3)その他



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

月il痢氏1 円

「書籍販売価格一覧」参照 円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

別紙 2-1、 2-2
「団体向け通訳・介助者派遣事業」参照

円

円

円

円

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関する事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

61,043,400円
盲ろう者通訳・介助者派遣事業

委託金

28,868,664円 障害福祉サービス費

26,576,000円
盲ろう者支援センター事業

補助金

8,040,000円

盲ろう者通訳・介助者養成研修

事業補助金

6,002,600円
盲ろう者通訳・介助者派遣事業

委託金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

従業員給与支払い

5,489,940円 事務所賃借料

従業員給与支払い

従業員給与支払い

従業員給与支払い

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日
譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等

2021`芋16′月 26日 400円 書籍販売

2020イ手19月 11 日 4,400円 書籍販売

2020」手110月 1 日 4,180円 書籍販売

2021年 6月 26日 400円 書籍販売

2021`手16月 26日 400円 書籍販売

円

円

円



ロ 資産の貸付け

ハ 役務の提供 の利用等を含む。)

劉2厖えVノ

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

円

円

円

円

円

円

な し

円

円

円

円

役務提供の内容等住所又は所在地
役務の提

供年月日
対 価 の 額取引先の氏名等

法人との

関  係

円
別紙 3「役務の

提供」参照

円

円

円

円

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]

5 1給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

118人 57,263,889円



6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

合   計 円

7 海外への送金等に関する事項 (その金額が 200万 円以下の場合に限る。)[⑦200万円以下の海外への送

金又は金銭の持出しを行った場合におけるそ び使途並びにその実施 日]

実  施  日 使 途 金   額

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



(別紙1)

書籍販売価格一覧

特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

書籍名 対面販売価格 郵送販売価格 著者 出版年

指点字ガイドブック ¥1,400 ¥1,450 東京盲ろう者友の会 2012

盲ろう者の移動介助(1～ 9冊 ) ¥500 Y550 前田晃秀 2CX)8

(10冊 ～ ) ¥400 ¥440

DVDもうろうをいきる ¥■ 180 Y4180 2017

てのひらから広がる未来 Vl,200 Vl,320 荒共有紀 2015

ことばは光 ¥1,300 ¥1,430 福島智 2016

光と音のない世界で 福島智物語 Vl,400 ¥1,540 池田まき子 2014

めだかの学校の仲間たち ¥1,800 Vl,980 山岸康子 2012

盲ろう者として生きて ¥2,900 V3,080 福島智 2011

生きるって人とつながることだ Vl,600 ¥1,760 福島智 2010

ゆびさきの宇宙 Vl,800 ¥1,980 生井久美子 2009

さとしわかるか Vl,600 ¥1,760 福島令子 2009

指先で紡ぐ愛 ¥1,500 ¥1,650 光成沢美 2003

盲ろう者とノーマライゼーション ¥2,800 Y3,080 福島智 1997

自然と技術 ¥1,100 ¥1,210 小島純郎 2001

障害学生の贈り物 ¥1,600 ¥1,760 小島純郎 1996

共に学び共に生きる ¥1,000 Vl,760 小島純郎 1994

ゆびで聴く V2,380 ¥2,618 小島純郎・塩谷治 1988



(別紙2-1)

特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

通訳・介助謝金基準表

(官公庁・企業及び団体向け)

2012年 1月 20日 現在

当会に下記の依頼主、内容で通訳・介助依頼があった場合、依頼主からの通訳・介助謝

金を以下の基準でお願いしてお ります。

(1)依頼主

行政機関、公的機関、企業、民間団体 等

(2)依頼内容

盲ろう者 (視覚・聴覚重複障害者)の通訳・介助

(3)謝金基準額

(盲 ろう者 1名につき)

※上記の料金には、通訳・介助者謝金、通訳・介助者交通費、コーディネー ト料が

含まれます。

※ 30分未満は切 り捨て、 30分以上は業務延長となります。

【通訳 0介助者の人数】

原則として 2名 の通訳・介助者を派遣いたします。ただし、比較的負担の少ない業

務内容の場合は、1名 のみ派遣することもございます (例 :会場までの送迎、食事等)。

※1名派遣の場合、上記の基準額よりも割り引いた料金となります。

【送迎】

盲ろう者は日と耳に障害があるため、現地での通訳・介助だけでなく、自宅と会

場間の送迎に関しても、通訳・介助者の支援が必要となります。つきましては、送

迎の時間分の通訳・介助謝金もご負担いただけますよう、お願いいたします。

～ 1時間 .～ 2時間 ～3時間 3時間～

¥12,000 ¥16,000 ¥20,000
1時間迄毎に

¥4, 000加 算



(別紙2-1)

【依頼キャンセル】

依頼をキャンセルする場合、速やかに当会事務所までご連絡ください。

※直前のキャンセルの場合、お見積金額の一部もしくは全額ご請求させていただく場

合がございます。予めご了承ください。

(4)謝金支払い方法

下記口座にお振込み下さい。

※本表はあくまでも基準を示 したものです。 お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

〒111-0053東京都台東区浅草橋 1-32-6コ スモス浅草橋酒井ビル 2階

TEL 03-3864-7003
FAX 03-3864-7004
E―mail   tokyo― dbOtokyo― db.or. Jp



(月1紙 2-2)

特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

通訳・介助謝金基準表

(官公庁・企業及び団体向け)

2020年 11月 17日 改定

当会に下記の依頼主、内容で通訳。介助依頼があった場合、依頼主からの通訳・介助謝

金を以下の基準でお願いしてお ります。

(1)依頼主

行政機関、公的機関、企業、民間団体 等

(2)依頼内容

盲ろう者 (視覚。聴覚重複障害者)の通訳・介助

(3)謝金基準額

(盲 ろう者 1名 につき)

※上記の料金には、通訳・介助者謝金、通訳・介助者交通費、コーディネー ト料が含

まれます。

※30分未満は切り捨て、30分以上は業務延長となります。

【通訳・介助者の人数】

原則として 2名 の通訳・介助者を派遣いたします。ただし、比較的負担の少ない業

務内容の場合は、1名 のみ派遣することもございます (例 :会場までの送迎、食事等)。

※ 1名派遣の場合、上記の基準額よりも割り引いた料金となります。

【送迎】

盲ろう者は日と耳に障害があるため、現地での通訳・介助だけでなく、自宅と会場

間の送迎に関しても、通訳・介助者の支援が必要となります。つきましては、送迎の

時間分の通訳・介助謝金もご負担いただけますよう、お願いいたします。

2時間
～
3時間 , 3時間～ ン:

¥14,000 ¥18,000 ¥22,000
1時間迄毎に

¥4,000加 算

～ 1時間



(男」紙 2-2)

【依頼キャンセル】

依頼をキャンセルする場合、速やかに当会事務所までご連絡ください。

※直前のキャンセルの場合、お見積金額の一部もしくは全額ご請求させていただく場

合がございます。予めご了承ください。

(4)謝金支払い方法

下記口座にお振込み下さい。

※本表はあくまでも基準を示 したものです。 お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

〒111-0053東京都台東区浅草橋 1-32-6コ スモス浅草橋酒井ビル 2階

TEL 03-3864-7003
FAX 03-3864-7004
E―mail   tokyo― dbOtokyo― db. or. Jp



G」紙3)
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特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会
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01紙3) 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

対価の額
役務提供の

内容等
役務の提供年月日取引先の氏名等 法人との関係 住所又は所在地

11

591

2021 1

■■ロコ回回厨通裏:議亜Ⅲ■

■■困亜国
■■□亜国
■■□猛国囲 薔田困■

■■■E国
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■■国孤回
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暢1紙3) 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

取引先の氏名等 法人との関係 住所又は所在地 役務の提供年月日 対価の額
役務提供の

内容等

【要■10

274.500

7.500

79_500

7.500

148.500
3.000

213.1

11

3/5



暢1紙3) 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

737

取引先の氏名等 法人との関係 住所又は所在地 役務の提供年月日 対価の額
役務提供の

内容等
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(男 1悧魔3) 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

取引先の氏名等 法人との関係 住所又は所在地 役務の提供年月日
内容等
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法人名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会 チリク欄

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等

口 各社員の表決権が平等であること

○

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記録及び

帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最も人数が多

い「親族等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグノレープの人数

割 合

④÷③

① ② ③ ④ ⑤

③ 2α

"年
4月 1日～2021年 3月 31日 7人 0人 0% 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。

③及びЭこついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

(例)33. 333・ ・・% ―→ 33. 3%

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

書式第 7号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 3表) (初ヨD

∝意申Q
・ 認定基準等チェック表 (第 31回):ま、法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても認載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬観曜等提出書類)に配載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

Ω_菫艶墨量旦室塾璽堕L堕璽堕聖聾聾里雖医二I菫堕塑璽凶医塑コL壺壁」L二
`重

塁上LL

項
口
日 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

会計について公認会計士又は監査法人の監査

を受けている

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及て雌 書類の

保存を青色申告法人に準じて行つている υ えヽ

はい はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日
【 ④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の

記載がある等の不適正な経理の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (りCD

∝意1申D
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規肥等提出:出E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況

藤鹿 一之

○

理 事

長

第 3表付表 1

200141ヨ

8月 15

日就任

法人名
特定非営利活動法人

東京盲ろう者友の会
③ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 7人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

就 任 等 の 状 況

職名 続柄等
◎ ⑤ ◎ ① ◎ 申請時

就任・退任

年月日

氏  名 住  所

川崎 美知夫 理事 2012+年

7月 1日

就任

○

田幸 勇二 理事 2005年

7月 1日

就任

2020年

6 月 30

日退任

○

森 敦史 理事 2014年

7月 1日

就任
○

営山 良一 理事 2018年

7月 1日

就任

○

峰岸 夏美 理事

○

2018年

7月 1日

就任

佐藤 和加子 監事
○

2016年

7月 1日

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数



就任

後藤 圭子 監事 20191年

12月 6

日就任

○

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。



法 人 名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳

会計ソフト (会計王)使用

ノレーズリーフ
園嬰‐寺 7年

仕訳日記帳

会計ソフト (会計王)使用

ルーズリーフ
随時 7年

給与台帳

社会保険労務システム

(ARDIO)使 用

ノレーズリーフ

月 1回 7年

書籍管理簿

エクセル使用

データ管理
随時 7年

書式第 9号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

(記載要領D

・ 「伝票又は帳簿名」欄は、例えば 晴金出納日 、「総勘定元湘し、「経費帳」などのように配載します。

・ 「左の帳簿等の形態」欄は、「3枚複写伝票工 町レーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

・ 「記帳の時期」欄は、「毎日」、「―週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第関条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出1書E)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会 チェック‖ロ

4 1事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

⌒
ヽノ

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人

と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人

の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上

記イの活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと

ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上で

あること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申南郭寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及

び1言者を教化育成する活動
有 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 。無

政治上の主義を推進し、支持し、又

はこれに反対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 ・ 無

特定の公職の候補者若しくは公職に

ある者又は政党を推薦し、支持し、

又はこれらに反対する活動

有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無 有 。無

ロ

イ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ 申
・
請時

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人とその

活動内容及び事業規模が類1以する他の法人の役員に対する報酬の支

給の状況等に照らして、当法人の役員に対する報酬の支給として過

大と認められる報酬の支給その他役員等に対し報酬又は給与の支給

に関して特別研 溢 α失彰 )有無

有 有。無 有・無 有。無 有・無 有。無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該資産の

その譲渡の時における価額に比して著しく過少と認められる資産の

譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と当法人の間の資産の

譲渡等に関して特別σ牙ll益の供与の有無

有 有・無 有・無 有・無 有。無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営

に関して特別σメ:l益の供与の有無
有 有。無 有。無 有・無 有。無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特定の公

職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無
有 有・無 有。無 有・無 有。無 有 。無

書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 4表) (初ヨD

∝意1申D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表)」 は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても配載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第4表 (次葉)01汲び二)」 の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、添付を省略することができます。

征

」正



法人名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会 チェッタ欄

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれをその事

務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

○

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他一定の事項

等を記載した書類

へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこれをそ

の事務所において閲覧させることに同意する。

図閲覧に関する却則 網レ嘴韻|:D等がある場合に|よ そC中瞑|:l網然蔚脚D等を添付してくださし、

同  意

しない

イ

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち10人以上の者の

氏名及び住所又は居所を記した:劃D
② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写υ

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

。 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位5者との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれらの者と仲殊

の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法人に対する

寄附金の額の事業年度中の合計額が加万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及咄 月

日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が2∞ 万円以下の場合に限る。)におけるその金額及び

使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が200万円以下のものを除く。)を行う場合には事前に又は災害に対

する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

書式第13号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 5表)

(注意1刷D
・ 認定基準等チェック表第5表は、法第

"条
第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に配載及び添付する必要が

あります。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

する



書式第 14号・ (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表)

法人名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会

認定基準等チェック表  (第 6表)

認定基準等チェック表  (第 7表)

認定基準等チェック表  (第 8表)

∝意1申D
・ 法第5条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8:静

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第 55条第 1項に基づく書類 (役員報職瞬闘祟出癬Dに 記載した事項について、改めて配載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員

名簿並びに定款等を同法第29条の規定により所轄庁に提出していること

チック欄

特定非営禾:偏置促進法第28条に規定する事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎

有 0無 有 征 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チック欄

○

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又|ゴ尋ようとした事実その他公益に反する

事実の有無

④ ⑮ ◎ ① ◎ 申 請 時

有 ・ 有 0無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征 有 ・ 無

③ 認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第5条第1項に基づく書類 (役員報酬朗曜等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

たック欄

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 東京盲ろう者友の会 チック欄

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法人
は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り
合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法
"4条

等 倒田Ml)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等∝田M2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人
3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

主、二国己
=]LL星

園塾g≧包菫墨Ш]菫⊆塑聾ロヒ≧!壁塾墨性」」LL旦理塁」堕菫曰冒壼窒菫L逮菫」重』ヨ望」
=L壼

壼逓理E里□三I二」2=11_重至墜
関係埜道歴県知事及び市区堕埜量から交付生里堕L壺塑四2三』國塾盤□菫団』塑□璽ビ笙」題ヨ回L笙望塵こと笙Lと菫

=)。5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽ こ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有1無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有。
(蕪)

Eur '(，
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

EL..( υ`（
６ 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
はい いいえ

耐
議

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上記4上墨|ろ□醒饉!墨塵輩饉::⊇望:Z量墾量量力国幽[猶:曇里奎

墜:24」…望型整」菫]墜国』道基:塁墾□奎塑L奎口E区翌]壼」量豊望塑E菫」L`壁ヨ量」壁」日国E型留壁2週E望旦Z塾堕里聾亜E旦董壼]亜[菫菫●」≡=生___

(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬鵬 等提1出書には添付不要

Elr', (”０ 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人

り^ 次のいずれかに該当する法人

暴力団 はいくl_I)
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 はいくい亜

=)

イ

ロ
征

ハ


